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平成３０年１０月１７日 

各農業協同組合 御中 

都道府県農業協同組合中央会 御中  

都道府県厚生農業協同組合連合会 御中 

全国農業協同組合中央会 

 ＪＡ高齢者福祉ネットワーク 

 

 

訪問介護事業運営研究会の開催について（案内） 

～今後の訪問介護事業（混合介護含む）の存続の条件とは？～ 

 

 介護保険事業の持続的運営と発展に資するため、標記事業運営研究会を別添開催要領にも

とづき下記のとおり開催いたします。 

 全中事業管理システムがＪＡに導入されていない場合等、必要に応じ、貴都道府県内の各

ＪＡ・協同会社、ＪＡ関連の社会福祉法人等に対しご案内いただきますよう、お願いいたし

ます。 

なお、参加申込みについては、平成31年1月8日(火)までに全中事業管理システム（研修

会システム）により入力していただきますようお願いいたします。 

※事業管理システムがＪＡに導入されていない場合または連合会については都道府県中

央会で代行入力をお願いします。 

 

記 

 

１．参加対象者 

訪問介護事業サービス提供責任者およびＪＡ本体管理者等 

  （可能な限りサービス提供責任者とＪＡ本体管理者の2人でご参加ください） 

 

２．内容 

（１）平成30年度制度改定の内容（訪問介護事業を中心に） 

（２）「自立生活支援のための見守り援助」の明確化対応について 

（３）今後の訪問介護事業の展開方向について 

 

 

 

 

ＪＡ介護保険事業 



３．開催日・場所 

 開催日 開催場所（会場） 

平成31年1月17日（木）

13:00～18日（金）15:00 

ＪＡビル３０３会議室  

東京都千代田区１－３－１  

 

４．開 催 要 領 

別添のとおり。 

 

以上 



 

 

１．目  的  

平成 30年介護保険制度改正では、訪問介護も含めて自立支援・重度化防止に資する質の

高い介護サービスの実現に向けた内容が盛り込まれており、介護職員の意識改革を含めた職

場、サービス内容の改革が断行されなければ生き残れない状況となっている。 

また、報酬改定においては、訪問介護の報酬単価は目立つ程の低下は見られなかったが、

次期改定時には地域支援事業単価並みの報酬に集約されるとの見方もでてきており、今回の

改定では生活支援を担う人材の確保という視点で新たに考え方が提示されている。 

基本的施策としては、ＪＡの取組み事項として、身体介護サービス割合を上げて訪問介護

事業として存続していくことが挙げられるが、訪問単独事業運営のＪＡにおいては、今後も

地域に根付いたサービスを提供し続けるとの考え方からＪＡ管内の地域支援事業関連、保険

外サービス提供等を含めた事業所運営も視野に入れ、組合員のニーズを把握したうえで、Ｊ

Ａ内の高齢者福祉事業・活動の再構築を図っていく必要がある。 

本研究会では、訪問介護を中心に平成30年介護保険制度の改正内容のポイントを理解する

とともに、特に身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り援助」の考え方と

サービス計画への反映およびケアマネジャーへの提案方法について事例をもとに検討する。

また、今後の訪問介護事業の展開の方向について事例報告をもとに考える。 

 

２．対象者  

訪問介護事業サービス提供責任者およびＪＡ本体管理者等 

  （可能な限りサービス提供責任者とＪＡ本体管理者の2人でご参加ください） 

 

３．学習目標  

（１）訪問介護を中心に平成30年介護保険制度の改正内容のポイントを理解する。 

（２）身体介護として区分される「自立生活支援のための見守り援助」の考え方とサービ

ス計画への反映およびケアマネジャーへの提案方法が分かる。 

（３）今後の訪問介護事業の展開の方向について考えるヒントを得る。 

 

４．内容  

（１）平成30年度制度改定の内容（訪問介護事業を中心に） 

（２）「自立生活支援のための見守り援助」の明確化対応について 

（３）今後の訪問介護事業の展開方向について 

 

 
 

平成30年度ＪＡ介護保険事業 

訪問介護事業運営研究会 開催要領 
～今後の訪問介護事業（混合介護含む）の存続の条件とは？～ 



５．開催日・会場  

 

 開催日 開催場所（会場） 

平成31年1月17日（木）

13:00～18日（金）15:00 

ＪＡビル３０３会議室  

東京都千代田区１－３－１ 

 

※１ 定員は40名程度とします。 

※２ 受付開始は12時00分からです。 

 

６．日 程 (別添のとおり)  

 

７．参加負担金 
 

参加 

負担金 

ＪＡ高齢者福祉ネットワーク会員 20,000円 別途懇親会費5,000円 

上記以外（会員以外） 25,000円 別途懇親会費5,000円 

※ 参加費は、資料・会場・昼食代・外部講師料で、消費税込の額です。 

※ 上記には宿泊費は含まれていません。各自でご手配ください。本会での斡旋等は

行いません。 

※ 研究会終了後、参加者所属団体の口座から引落決済させていただきます。ただし、

研修会システムがＪＡに導入されていない場合または連合会については都道府県

中央会の口座から引落決済させていただきます。 

 

８．申込期限 

平成31年1月8日(火) 

ただし、先着順とし、募集定員に達し次第、受付は終了させていただきます。 

参加申込み、参加予定の取消しともに、上記の申込期限までに全中事業管理システム（研

修会システム）により入力してください。なお、全中事業管理システムがＪＡに導入され

ていない場合は、都道府県中央会で代行入力をお願いします。 

 

９．事前提出資料 

全体討議のなかで活用しますので、訪問介護事業所の現状について、別添の別紙２のアン

ケート調査に記入のうえ、開催日の３日前までに研修会事務局あてに提出をお願いします。 

 

10．研修会事務局 

  ＪＡ全中 ＪＡ支援部 くらし・高齢者対策課 

（ＪＡ高齢者福祉ネットワーク事務局）担当：川畑     

TEL：03-6665-6241、FAX：03-3217-5073 

E-Mail：kourei.s@zenchu-ja.or.jp                   以上 

mailto:kourei.s@zenchu-ja.or.jp

